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～ もうすぐ決算です。準備はできていますか？ ～
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Ⅰ 決算整理について

１ 年度末までにすべき事項

決算に当たって、年度末までにすべき事項は、以下の通りである。

(ｲ) 「予算実績報告書」を作成し、勘定科目ごとに予算と実績の対比を行い、必要に応

じて補正予算を作成すること。

(ﾛ) 積立預金への積立支出が予算書に計上され、理事会の承認を受けること。

(ﾊ) 各経理区分の「経理区分間貸付金」と「経理区分間借入金」、「会計単位間貸付金」

と「会計単位間借入金」を当該会計年度内に清算すること。

２ 決算手続きとは

決算手続きとは、一会計年度の帳簿を締め切り、当該年度の予算の執行状況、財政状態

及び経営成績を適正に計算整理するための一連の手続きである。月次決算（月々の会計処

理と月次決算整理）が重要であることはいうまでもないが、決算手続きは、「一会計年度の

締め括り」の最も重要な会計手続きである。

決算手続きは、以下の流れで行う。

(ｲ) 現金実査、預金や借入金等の残高証明書等との照合をする

※ 残高証明書は、全ての預金・借入金について発行してもらう

(ﾛ) 未収入金や未払金の計上を行う

(ﾊ) 実地棚卸しを行う

※ 重要性の低い貯蔵品については省略できる

(ﾆ) 元帳や仕訳帳の点検・経費按分計算と修正仕訳をする

(ﾎ) 経理区分間の資金異動で未精算分があれば繰入処理を検討し会計処理をする

(ﾍ) 減価償却費（後述）、国庫補助金等特別積立金取崩額の計上を行う

(ﾄ) 各種引当金（退職給与引当金または賞与引当金等）の計上を行う

(ﾁ) 積立金及び積立預金の計上を行う

(ﾘ) 各種付属明細書の作成をする

Ⅱ 積立金の積立基準と留意事項

就労支援事業会計基準において、その積立が認められるのは、以下の積立金（積立預金）

であり、積立基準は以下の通りである（積立金と積立預金は同額とする）。

① 工賃変動積立金

(ｲ) 各事業年度における積立額：過去３年間の平均工賃の 10％以内

(ﾛ) 積立額の上限額：過去３年間の平均工賃の 50％以内

② 設備等整備積立金

(ｲ) 各事業年度における積立額：就労支援事業収入の 10％以内

(ﾛ) 積立額の上限額：就労支援事業用資産の取得価額の 75％以内
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ただし、工賃変動積立金と設備等整備積立金の積立は、あくまでも任意であり、就労支

援事業にあっては例外的なものとして位置づけられる。原則は、あくまで利用者工賃（ま

たは利用者賃金）として支払うことであることから、それぞれの積立金の上限を超える場

合は、当然のこととして利用者工賃等として支払う必要が生じる。

また、前年度の利用者工賃等の支給実績を下回る場合は、これらの積立金を計上するこ

とができない。この点に関して、利用者 1 人当たりの工賃（平均工賃）が下回らなければ

積立金を計上することができるとの意見もあるが、あくまでも当該年度の利用者工賃等の

総額が前年度の利用者工賃の総額以上でなければ積立金の積立ができないことに留意しな

ければならない。

なお、積立金は、原則として、その積立金の目的以外に流用（積立金に対して設定した

積立預金の使用）することが認められないが、自立支援費収入が 2 ヶ月遅れて入金される

ことに鑑み、その一部について一時的に繰り替えて使用することが認められる。ただし、

繰り替えて使用した資金は、後において必ず補填し、積立金の目的達成に支障を来さない

ようにしなければならない。

【参考：チェックリスト】

※ 共通経費等の按分計算が適正に行われていることが必須の条件である。

① 工賃変動積立金

□ 積立基準を確認したか

□ 理事会等の決議（積立金の積立と積立預金積立支出の予算措置）を得たか

□ 積立金の原資は「事業活動収差額」としているか

□ 積立預金に見合う現金預金残高が確保されたか

□ 経理区分（多機能の場合は事業区分）ごとに所要額を計算し会計処理しているか

□ 新たに就労支援事業開始した場合、２年度目からの適用であることを確認したか

□ 目的外の流用はなかったか

□ 上限額を上回っている場合、工賃等として支払ったか

② 設備等整備積立金

□ 積立基準を確認したか

□ 最低でも5年以上使用し、かつ、5年以上積立を要することを確認したか

□ 理事会等の決議（積立金の積立と積立預金積立支出の予算措置）を得たか

□ 積立金の原資は「事業活動収差額」としているか

□ 積立預金に見合う現金預金残高が確保されたか

□ 経理区分（多機能の場合は事業区分）ごとに所要額を計算し会計処理しているか

□ 積立預金は別口座により管理しているか

□ 補助金等の財源措置が設けられている資産を積立金の設定対象にしていないか

□ 目的外の流用はなかったか

□ 上限額を上回っている場合、工賃等として支払ったか
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Ⅲ 決算を念頭に置いた演習問題

【問題１：期末製品（商品）たな卸高の計算】

和菓子の製造販売事業とお茶の販売事業のたな卸資産の明細は、以下の通りである。期

末における製品（和菓子）及び仕掛品（和菓子）は売価還元法により、商品（お茶）及び

材料（和菓子）は最終仕入原価法により評価している。なお、製品の売価還元原価率は75％

である。よって、以下の資料に基づき期末製品たな卸高を計算しなさい。

［たな卸資産に関する資料］

・期首たな卸高

材料： 5万円（和菓子の製造販売事業）

製品： 8万円（和菓子の製造販売事業） 全て原価

商品： 6万円（お茶の販売事業）

仕掛品：13万円（和菓子の製造販売事業）

・期末たな卸高

材料： 6万円（和菓子の製造販売事業） 最終仕入原価

商品： 23万円（お茶の販売事業）

製品： 40万円（和菓子の製造販売事業） 製品としての売価

仕掛品：30万円（和菓子の製造販売事業）

《計算根拠》

《解答》

・期末製品たな卸高 万円

【問題２：期末仕掛品棚卸高の計算】

問題１の資料に基づき期末仕掛品たな卸高を計算しなさい。なお、仕掛品の製品完成ま

での進捗度は、80％とする。

《計算根拠》

《解答》

・期末仕掛品たな卸高 万円
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【問題３：按分基準の計算】

当法人の電気代・ガス代及び水道代（水道光熱費）は、本部会計にて一括で支払ってい

るため、本部経理区分と就労継続Ｂ型事業経理区分に按分する必要がある。この按分基準

は、占有または使用する床面積の比が合理的と考えられる。よって、以下の資料に基づい

て按分基準（％）を計算しなさい。

［占有または使用する床面積に関する資料］

・本部 18.6㎡

・就労継続Ｂ型事業 601.4㎡

合計 620.0㎡

就労継続Ｂ型事業のうち、

和菓子の製造に関係する面積 322.4㎡

お茶の販売に関係する面積 148.8㎡

事務費（管理費）に関係する面積 12.4㎡

事業費に関係する面積 117.8㎡

《計算根拠》

《解答》

・本部 ％

・就労継続Ｂ型事業 ％

うち、

和菓子の製造 ％

お茶の販売 ％

事務費（管理費） ％

事業費 ％
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【問題４：経費の按分計算】

問題３の按分基準の計算結果に基づいて、本部経理区分で一括して会計処理されている

電気代・ガス代及び水道代（水道光熱費（事務費）で処理している）の年間合計100万円を

本部経理区分と就労継続Ｂ型事業経理区分等に按分計算しなさい。

《計算根拠》

《解答》

・本部 万円

・就労継続Ｂ型事業 万円

就労継続Ｂ型事業のうち、

和菓子の製造 万円

お茶の販売 万円

事務費（管理費） 万円

事業費 万円

【問題５：経費の按分仕訳】

問題４の按分計算の結果に基づいて、本部経理区分と就労継続Ｂ型事業経理区分で行う

べき仕訳（損益体系のみ）を示しなさい。ただし、年度末に経理区分間において資金の異

動を行うことを前提として仕訳するものとする。なお、勘定科目については、以下のもの

を使用しなさい。

事務（管理）費・・・・・・・水道光熱費（務）

事業費・・・・・・・・・・・水道光熱費（業）

製造原価・・・・・・・・・・水道光熱費（製）

販売費及び一般管理費 ・・・水道光熱費（販）

《解答》

・本部経理区分

(借方) (貸方) 水道光熱費（務）

・就労継続Ｂ型事業

(借方) (貸方)

(借方) (貸方)

(借方) (貸方)

(借方) (貸方)
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【問題６：按分基準の計算】

運搬用のバン（平成21年4月1日取得、取得価額：175万円）は、就労支援事業の用に供し

ている。平成22年度の決算整理で減価償却費を計上するが、この車輌運搬具は、和菓子の

製造販売事業とお茶の販売事業とで共用しているため、年間の走行距離の比により按分計

算しなければならない。よって、以下の資料に基づき按分基準（％）を計算しなさい。

［年間走行距離に関する資料］

・和菓子の製造販売事業 620㎞

・お茶の販売事業 155㎞

合計 775㎞

《計算根拠》

《解答》

・和菓子の製造販売事業 ％

・お茶の販売事業 ％

【問題７：減価償却費の計算】

問題６の按分基準の計算結果に基づいて、和菓子の製造販売事業とお茶の販売事業の当

年度（平成22年度）の減価償却費を計算するとともに、仕訳（直接法）を示しなさい。な

お、減価償却費の計算は、定額法で、耐用年数を5年、残存価額をゼロとし、備忘価額1円

まで償却するものとする。

《計算根拠》

《解答》

・和菓子の製造販売事業

(借方) (貸方)

・お茶の販売事業

(借方) (貸方)
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【問題８：販売費及び一般管理費明細表の作成】

問題１から問題７に基づき別添解答用紙の販売費及び一般管理費明細表を完成させな

さい。

【問題９：就労支援事業製造原価明細表の作成】

問題１から問題７に基づき別添解答用紙の就労支援事業製造原価明細表を完成させな

さい。

【問題１０：就労支援事業別事業活動収支内訳表の作成】

問題１から問題９と次ページに示した事業活動収支内訳表（決算修正前）に基づき別

添解答用紙の就労支援事業別事業活動収支内訳表を完成させなさい。

【問題１１：事業活動収支内訳表の作成】

問題１から問題 10 と次ページに示した事業活動収支内訳表（決算修正前）に基づき別

添解答用紙の事業活動収支内訳表（決算修正後）を完成させなさい。

【問題１２：工賃変動積立金の計算】

以下の資料に基づき、平成22年度の工賃変動積立金の積立上限額を計算しなさい。

［過年度の利用者工賃等に関する資料］

・平成21年度末における工賃変動積立金の残高 60万円

・平成19年度の利用者工賃 146万円

・平成20年度の利用者工賃 150万円

・平成21年度の利用者工賃 154万円

《計算根拠》

《解答》

平成22年度工賃変動積立金の積立上限額 万円

【参考文献等】

１．永田智彦・田中正明『社会福祉法人の会計と税務』ＴＫＣ出版

２．蛇持裕美・北林孝雄『Ｑ＆Ａ社会福祉法人をめぐる会計・税務・法務』清文社

３．岩波一泰『就労支援事業会計基準Ｑ＆Ａ』全社協、全国社会就労センター協議会
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［資 料］


